
様式第１号

仕様書等に対する質問書
令和８年　　月　　日

　佐賀県農林水産部園芸農産課果樹・花き担当　あて

・委託業務名 佐賀のお茶広報業務
（令和８年２月１３日付公示）
	所在地
	

	氏名（法人の場合は会社名）
	

	連絡先
	担当者名
	

	
	電話番号
	

	
	ＦＡＸ番号
	

	
	E-mailアドレス
	

	質問事項



※仕様書等に対する質問書提出期限　令和８年２月２６日（木）１２時


様式第２号
　
参加資格確認申請書
令和８年　　月　　日

収　支　等　命　令　者　　
佐賀県農林水産部園芸農産課長　様

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者 (ふりがな)職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下記委託業務のプロポーザルに参加したいので、必要書類を添えて申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の４の規定のいずれにも該当しない者であること、参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
また、県が必要な場合には佐賀県警察本部に照会することについて承諾します。
記
	委託業務名
	佐賀のお茶広報業務
（令和８年２月１３日付公示）

	本業務実施に係る責任者
	責任者　職・氏名
	

	
	電話番号
	

	
	FAX番号
	

	
	E-mailアドレス
	



※添付書類
　□　誓約書（様式第３号）
　□　会社概要



様式第３号
誓　　　　約　　　　書
　　私は、下記の事項について誓約します。
　　なお、県が必要な場合には、佐賀県警察本部に照会することについて承諾します。
　　また、照会で確認された情報は、今後、私が県と行う他の契約等における身分確認に利用することに同意します。
記
　１　自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
　　(1)　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
　　(2)　暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
　　(3)暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者
　　(4)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
　　(5)　暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
　　(6)　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
　　(7)　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
２　１の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではありません。
令和　　年　　月　　日　
　佐賀県農林水産部 園芸農産課長　様
　　　　　　　　　　　　　　〔 法人、団体にあっては事務所所在地 〕
　　　　　　　　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　 　 　
　　　　　　 　　　　　　 　〔 法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名 〕
　　　　　　　　　　（ふりがな）
　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　       　 
　　　　　　　　　生年月日　（昭和・平成）　　年　　月　　日　　　　　　　　　　 　 　　

　　　　　　　　　責任者自署欄（※）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　
※１　氏名欄は、本人が自署すること。ただし、申請者が法人の場合は、本申請に係る責任者の氏名の自署を付記し、法人代表者の氏名を記名とすることができる。
※２　申請者が法人の場合にあっては、担当部署の責任者 及び担当者の所属部署、役職、氏名及び連絡先を確認することができる書面を添付すること。ただし、他の方法により申請の確認を
行うことができる場合は、この限りでない。
様式第４号


提案書（送付）

・委託業務名 佐賀のお茶広報業務
（令和８年２月１３日付公示）

上記委託業務のための提案書類を別添のとおり提出いたします。

＜提案書類＞　　
１　提案書
２　添付資料
□実施スケジュール案
□業務実施体制
□業務の実施方針及び手法
□業務実績書
□見積書（消費税を含む）
　

令和８年　　月　　日

　佐賀県農林水産部園芸農産課長　様


所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（ふりがな）
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


